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予防接種はお済みですか？
　3月 1日～ 3月 7日は「子どもの予防接種週間」です

　4月からの入園・進学・進級と新生活に備えて、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
　予防接種については体調の良い時にできるだけ早めに、県内の予防接種広域実施医療機関で受けるようにしてください。

※キャッチアップ接種の条件付き期間延長について
　令和 6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状
況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中の 3年間（令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31日）に１回以上接種し
ている方に限り、2回目、3回目の接種費用が無料となる期間を令和 8年 3月末まで延長することが決定されました。
ご希望の方は令和 7年 3月 31日までに 1回目を接種しましょう。

※診療時間・休診日は各医療機関で異なります。

　また、ワクチンの取り寄せが必要になる場合が

ありますので事前に医療機関にお問い合わせの

上接種を受けてください。

▽接種方法
　佐賀県内予防接種広域実施医療機関にて接種可能
▽持っていくもの
　事前に配布している予診票・母子健康手帳・健康保険証
　※予診票等を紛失された方は、事前に保健センターへご連絡ください。

▽接種期間延長の対象者
　①キャッチアップ接種対象者（平成 9年 4月 2日～平成 20年 4月 1日生まれの女子）のうち、令和 4年 4月　
　　1日～令和 7年 3月 31日までにHPVワクチンを 1回以上接種した方
　②平成 20年 4月 2日～平成 21年 4月１日生まれの女子で、令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31日までに 
　　HPVワクチンを 1回以上接種した方
▽公費での接種期間
　令和 8年 3月 31日まで　※既にHPVワクチンの 3回接種を終えている場合は、再度の接種は不要です

麻しん・風しん混合予防接種
期 対象者 接種期間
1 期 1歳以上 2歳未満

2期 平成 30年 4月2日～
平成 31年 4月1日生まれの人 令和7年3月31日までの期間

HPV（ヒトパピローマウイルス）
区分 対象者 接種期間

定期接種 小学 6年生～高校 1年生の女子 4月1日～3月31日

キャッチアップ接種 平成 9年 4月2日～
平成 20年 4月1日生まれの女子

令和 4年 4月1日～
令和 7年 3月31日

二種混合予防接種（ジフテリア・破傷風）
対象者 接種期間

小学 6年生（11歳以上 13歳未満）

無料で受けられるのは
この期間だけ！

キャッチアップとは
一時期接種を差し控えてい
た間、接種の機会を逃した
人が不足分を接種できる期
間のことです。キャッチアッ
プ接種にも期限があります。
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